
令和７年（２０２５年）５月７日 

熊本県毒物劇物取扱者試験Ｑ＆Ａ  

 

Ⅰ【受験願書・受付】 

 

Ｑ１ 受験願書を入手するには。 

 

Ａ１ 県庁ホームページでダウンロードできます。 

（URL:https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/45/133262.html） 

※必ず A4サイズで印刷したものを使用してください。 

また、県庁薬務衛生課（ＴＥＬ０９６－３３３－２２４２（平日午前８時３０分か

ら午後５時１５分まで））において、お渡しすることもできます。 

なお、郵送により受験願書を請求する場合は、封筒に「毒物劇物取扱者試験願書請

求」と朱書きし、返信用封筒（宛先を明記し、１４０円分（１部請求の場合）の郵便

切手を貼付した角形２号封筒）と「必要部数・氏名・連絡先」を記載したメモ用紙を

同封のうえ、県庁薬務衛生課へ請求してください。 

 

〈宛先〉〒８６２－８５７０ 

 熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課 宛て 

郵送により受験願書を２部以上請求する場合に必要な切手は以下のとおりです。 

受験願書の部数 返信用封筒に貼付する切手 

２～３ １４０円分 

４～８ １８０円分 

９～１３ ２７０円分 

１４～１８ ３２０円分 

 

 

 

Ｑ２ 受験申込み方法は。 

 

Ａ２ 郵送のみの受付となります。必ず書留（簡易書留で可）で送付ください。 

   封筒に「毒物劇物取扱者試験受験申込」と朱書きしてください。 

発送の際には、受験願書の記載内容等を十分確認して郵送ください。 

（「記入上の注意点」は県ホームページに掲載済。） 

なお、願書の送付先は以下のとおりです。 

〈宛先〉〒８６０－０８４６ 

 熊本城東郵便局留 熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課 宛て 

 

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/45/133262.html


 

 

Ｑ３ 受験願書の記入については。 

 

Ａ３ 受験願書の記入は、黒か青の消えないボールペンまたは万年筆で記入してくださ

い。シャープペンシルや消えるボールペンなど記入後に消せるものは不可とします。 

   また、記入に際しては「受験願書記入上の注意点について」（県ホームページ掲載

済）にご留意の上、間違いのないよう記入してください。 

   なお、記入に関する問合せについては、熊本県毒物劇物取扱者試験コールセンター

（開設期間：５月２６日（月）から願書受付期間終了１週間後（６月２０日（金））ま

で（ＴＥＬ０９６－３２５－８１９３（平日午前９時から午後５時まで））に連絡して

ください。 

 

Ｑ４ 願書の受付期間はいつからいつまでか。 

 

Ａ４ 令和７年（２０２５年）６月２日（月）から６月１３日（金）まで（消印有効） 

 

Ｑ５ 外国籍の場合、受験願書にどのように記入するのか。 

 

Ａ５ 本籍地には、国名を記入してください。 

   生年月日欄には、西暦で記入してください。 

 

Ｑ６ 受験願書に貼付する写真は。 

 

Ａ６ 縦 5㎝程度、横 4.5㎝程度、出願６か月以内に撮影した脱帽上半身正面向きで、本

人であることが確認できるものとします。（カラー写真のみ）本人が確認できるもので

あれば、多少のサイズのずれは構いません。 

   また、必ず裏面に、黒のボールペンで氏名、生年月日を記載して貼付してくださ

い。 

 

Ｑ７ 願書等の記入を間違えた場合、どのように修正するのか。 

 

Ａ７ 間違えた文字は二重線で消して、正しく書き直してください。 

修正液、修正テープは絶対に使用しないでください。 

 

Ｑ８ 電話番号は自宅と勤務先と両方を必ず記入しなければならないのか。 

 

Ａ８ 日中連絡がとれる電話番号であればどちらかの記入で結構です。 

   携帯電話の番号でも構いません。 

 

 



 

 

Ｑ９ 住民票と実際に住んでいる住所が異なる場合はどうするのか。 

 

Ａ９ 確実に受験票と合格証を受け取れる住居を記入してください。 

   記入された住所に受験票と合格証を郵送します。 

 

Ｑ10 出願後に引っ越しをして住所が変わった場合はどうするのか。 

 

Ａ10 熊本県毒物劇物取扱者試験コールセンター（開設期間：５月２６日（月）から６月

２０日（金）まで（ＴＥＬ０９６－３２５－８１９３（平日午前９時から午後５時ま

で））に連絡してください。 

   特に願書送付後に住所が変わった場合は、必ず郵便物が転送されるよう郵便局で手 

続きをしておいてください。受験票や合格証が届きません。 

また、コールセンター開設期間外に住所変更があった場合は、県庁薬務衛生課（Ｔ

ＥＬ０９６－３３３－２２４２（平日午前８時３０分から午後５時１５分まで））へ連

絡ください。 

 

Ｑ11 受験願書の氏名は通称名でもよいか。 

 

Ａ11 通称名は認められません。 

   日本国籍の場合は、戸籍抄本又は謄本のとおり氏名を記入してください。 

   外国籍の場合は、住民票のとおり氏名を記入してください。 

 

Ｑ12 受験手数料は。 

 

Ａ12 熊本県収入証紙１０，７００円 （受験願書に貼付）※収入印紙ではありません。 

また、貼付した収入証紙には消印をしないでください。 

   なお、試験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還いたしません。 

 

Ｑ13 熊本県収入証紙はどこで購入できるか。 

 

Ａ13 県保健所や県庁にある収入証紙売りさばき所で購入できます。 

   県内のその他の売りさばき所については、熊本県ホームページに掲載されていま

す。（熊本県ホームページ内で「熊本県収入証紙売りさばき所」を検索又はページ番 

号検索で「0051646」を検索） 

   参考までに「熊本県収入証紙売りさばき人一覧表」を末尾に添付します。 

 

 

Ｑ14 熊本県収入証紙を郵送で購入できるか。 



Ａ14 証紙の郵便による販売についても、熊本県ホームページに掲載されています。 

（熊本県ホームページ内で「熊本県収入証紙売りさばき所」を検索又はページ番号検 

索で「0051646」を検索） 

 

Ｑ15 受験票の発送が届かない場合は。 

 

Ａ15 受験票は、受験願書受付後、令和７年（２０２５年）７月中旬に受験者宛てに送付 

します。 

なお、受験票が令和７年（２０２５年）７月２５日（金）までに届かない場合は、 

県庁薬務衛生課（ＴＥＬ０９６－３３３－２２４２（平日午前８時３０分から午後５

１５分まで））へ問い合わせください。 

 

Ⅱ【受験資格】 

 

Ｑ１ 受験資格は。 

 

Ａ１ 年齢、学歴、実務経験等は問いません。 

   ただし、試験に合格しても１８歳未満の者は、毒物劇物取扱責任者にはなれません。 

 

Ⅲ【試験】 

 

Ｑ１ 試験方法は。 

 

Ａ１ 試験の種類ごとに、筆記試験及び実地試験を筆記試験により行います。 

 

Ｑ２ 試験科目は。 

 

Ａ２  

  筆記試験 実地試験  

 

一 

 般 

 毒物及び劇物に関する法規 

 毒物及び劇物の識別及び取扱方法  基礎化学 

 毒物及び劇物の性質及び貯蔵、その他 

 取扱方法 

 

 農 

 業 

 用 

 毒物及び劇物に関する法規 

 省令別表第１に掲げる毒物及び劇物の識 

 別及び取扱方法 

 基礎化学 

 省令別表第１に掲げる毒物及び劇物の性 

 質及び貯蔵、その他取扱方法 

  

  

 特 

 定 

 毒物及び劇物に関する法規 

 省令別表第２に掲げる劇物の識別及び取 

 扱方法 
 基礎化学 

 省令別表第２に掲げる劇物の性質及び貯 

 蔵、その他取扱方法 



 

Ｑ３ 試験区分は。 

 

Ａ３  

試  験  区  分  

一般毒物劇物取扱者試験 

農業用品目毒物劇物取扱者試験 

特定品目毒物劇物取扱者試験 

 

 御自身が取扱う予定の毒物劇物がどの試験区分に該当するかわからない場合は、県

庁薬務衛生課（ＴＥＬ０９６－３３３－２２４２（平日午前８時３０分から午後５時

１５分まで））へ問い合わせください。 

 

Ⅳ【試験当日】 

 

Ｑ１ 受験会場について。 

 

Ａ１ 試験会場は、ホテル熊本テルサ（熊本市中央区水前寺公園２８－５１）で令和７年

（２０２５年）８月５日（火）午前１０時から正午までの試験を行います。 

   なお、災害等の影響により、試験日程、会場等が変更になる場合がありますので、

その場合には、県ホームページ（ＵＲＬ：

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/45/133262.html）で、必ず御確認ください。 

 

Ｑ２ 試験当日の受験室案内や試験時間等について。 

 

Ａ２ 受験室については、試験当日に会場掲示板による周知や係による案内を行いますの

で、御確認ください。 

   受験者入場開始については、午前８時４５分ごろを予定しております。 

   受験者は、午前９時３０分までに指定の受験室に入室ください。 

   試験開始は午前１０時、終了時間は正午となっております。休憩時間はありませ

ん。 

   また、試験開始から午前１１時までは退室を認めません。 

（午前１１時から１１時５０分までは退室可） 

 

Ｑ３ 病気、負傷や障害等による配慮が必要な場合は別室受験可能か。 

 

Ａ３ 病気、負傷や障害等で配慮が必要な場合は別室受験可能ですので、熊本県毒物劇物

取扱者試験コールセンター（開設期間：５月２６日（月）から６月２０日（金）まで



（ＴＥＬ０９６－３２５－８１９３（平日午前９時から午後５時まで））へ連絡くださ

い。 

また、コールセンター開設期間外の場合は、県庁薬務衛生課（ＴＥＬ０９６－３３

３－２２４２（平日午前８時３０分から午後５時１５分まで））へ連絡ください。 

 

Ｑ４ 試験当日は何が必要か。 

 

Ａ４ 受験票、筆記用具（鉛筆、シャープペンシル、消しゴム）、腕時計（携帯電話、ウェ

アラブル端末不可） 

 

Ｑ５ 試験会場へ自動車で行ってよいか。 

 

Ａ５ 自動車での来場は固くお断りします。（会場には受験者用の駐車がありません。） 

   近隣店舗等への無断駐車は、警察に通報する場合があります。 

 

Ⅴ【合格発表】 

 

Ｑ１ 合格発表日はいつか。 

 

Ａ１ 令和７年（２０２５年）９月５日（金）午前１０時に県庁行政棟本館１階ホール及

び熊本県の各広域本部・地域振興局保健福祉環境部（保健所）に合格者一覧を掲示し

ます。また、県ホームページにも掲載します。 

   その後、合格者には合格証を送付します。（不合格者への通知は行いません。） 

   なお、電話による合否の問い合わせには一切応じません。 

 

Ｑ２ 自分の得点を知ることができるか。 

 

Ａ２ 得点の情報提供を希望する場合には、受験者本人が受験票及び本人であることを証

する書類（運転免許証等）を持参の上、合格発表の日から令和７年（２０２５年）１

０月６日（月）まで（平日午前８時３０分から午後５時１５分まで）の間に熊本県健

康福祉部健康局薬務衛生課へお越しください。その者の試験項目別得点及び総合得点

を口頭により情報提供します。なお、電話、メール、郵便等による提供の求めに対し

ては提供できません。 

 

Ｑ３ 次の試験はいつか。 

 

Ａ３ 今年度（令和７年度）の熊本県毒物劇物取扱者試験は今回の試験で終了です。来年

度については、現段階で未定です。 

   他都道府県の試験については、それぞれの毒物劇物取扱者試験担当部局に御確認く

ださい。 



 

 

Ｑ４ 合格証が届かない。 

 

Ａ４ 令和７年度（２０２５年度）７月２５日（金）までに届かない場合は、県庁薬務衛

生課（ＴＥＬ０９６－３３３－２２４２（平日午前８時３０分から午後５時１５分

まで））へ問い合わせください。 

 

 

Ｑ５ 試験問題の内容に関する問合せについて 

 

Ａ５ 試験日から令和７年（２０２５年）８月２６日（火）までに県庁薬務衛生課（ＴＥ

Ｌ０９６－３３３－２２４２（平日午前８時３０分から午後５時１５分まで））へ問い

合わせください。 

 

Ⅵ【その他】 

 

Ｑ１ 免許（ライセンス）について。 

 

Ａ１ 免許（ライセンス）は発行していません。 

   合格証が毒物劇物取扱責任者になることができることを証する書類となります。 

 

Ｑ２ 試験問題を入手することはできるか。 

 

Ａ２ 過去問題（平成３０年度から令和６年度まで）を熊本県ホームページで公開してい 

ます。（熊本県ホームページ内で「熊本県毒物劇物取扱者試験の試験問題等の公表」を 

検索又はページ番号検索で「0000228」を検索） 

 また、令和７年度（２０２５年度）の受験者は試験当日の試験問題を持ち帰ること 

ができます。 

 


